
介 護 報 酬 算 定 構 造 の イ メ ー ジ

本資料は、市町村等におけるシステム改修作業の円
滑な実施を支援する観点から、これまでに行われた
介護給付費分科会の議論等を踏まえ、介護報酬の算
定構造イメージを作成したものであるが、具体的な内
容については今後の介護給付費分科会の議論を踏
まえ、見直しの可能性があり得るものである。

資料１



Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　療養病床を有する診療所における短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ホ　基準適合診療所における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　介護療養施設サービス

　　　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

　　　ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

　　　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

　

[脚注]

・今回改正部分は、　　　　　とする。（ただし、療養病床から転換した介護老人保健施設のみ

  算定可能な部分については、　　　　　とする。）

介　護　サ　ー　ビ　ス



９　短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

注 注 注 注

夜勤を行う
職員の勤務
条件基準を
満たさない
場合

利用者の数
及び入所者
の数の合計
数が入所定
員を超える
場合

又
は

医師、看護
職員、介護
職員、理学
療法士又は
作業療法士
の員数が基
準に満たな
い場合

常勤のユ
ニットリー
ダーをユ
ニット毎に
配置してい
ない等ユ
ニットケア
における体
制が未整備
である場合

リハビリ
テーション
機能強化加
算

認知症ケア
加算

利用者に対
して送迎を
行う場合

経過的要介護 ５５８ 単位）

要介護１ ７３２ 単位）

要介護２ ７８１ 単位）

要介護３ ８３４ 単位）

要介護４ ８８８ 単位）

要介護５ ９４１ 単位）

経過的要介護 ６１７ 単位）

要介護１ ８３１ 単位）

要介護２ ８８０ 単位）

要介護３ ９３３ 単位）

要介護４ ９８７ 単位）

要介護５ ,０４０ 単位）

経過的要介護 ５５８ 単位）

要介護１ ７３２ 単位）

要介護２ ８３７ 単位）

要介護３ ８９０ 単位）

要介護４ ９４４ 単位）

要介護５ ９９７ 単位）

経過的要介護 ６１７ 単位）

要介護１ ８３１ 単位）

要介護２ ９３６ 単位）

要介護３ ９８９ 単位）

要介護４ ,０４３ 単位）

要介護５ ,０９６ 単位）

経過的要介護 ５５８ 単位）

要介護１ ７３２ 単位）

要介護２ ８１０ 単位）

要介護３ ８６３ 単位）

要介護４ ９１７ 単位）

要介護５ ９７０ 単位）

経過的要介護 ６１７ 単位）

要介護１ ８３１ 単位）

要介護２ ９０９ 単位）

要介護３ ９６２ 単位）

要介護４ ,０１６ 単位）

要介護５ ,０６９ 単位）

経過的要介護 ６２４ 単位）

要介護１ ８３４ 単位）

要介護２ ８８３ 単位）

要介護３ ９３６ 単位）

要介護４ ９９０ 単位）

要介護５ ,０４３ 単位）

経過的要介護 ６２４ 単位）

要介護１ ８３４ 単位）

要介護２ ８８３ 単位）

要介護３ ９３６ 単位）

要介護４ ９９０ 単位）

要介護５ ,０４３ 単位）

経過的要介護 ６２４ 単位）

要介護１ ８３４ 単位）

要介護２ ９３９ 単位）

要介護３ ９９２ 単位）

要介護４ ,０４６ 単位）

要介護５ ,０９９ 単位）

経過的要介護 ６２４ 単位）

要介護１ ８３４ 単位）

要介護２ ９３９ 単位）

要介護３ ９９２ 単位）

要介護４ ,０４６ 単位）

要介護５ ,０９９ 単位）

経過的要介護 ６２４ 単位）

要介護１ ８３４ 単位）

要介護２ ９１２ 単位）

要介護３ ９６５ 単位）

要介護４ ,０１９ 単位）

要介護５ ,０７２ 単位）

経過的要介護 ６２４ 単位）

要介護１ ８３４ 単位）

要介護２ ９１２ 単位）

要介護３ ９６５ 単位）

要介護４ ,０１９ 単位）

要介護５ ,０７２ 単位）

　：　緊急時治療管理と特定治療は、特別療養費と緊急時施設療養費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ＰＴ・ＯＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリ機能強化加算を適用しない。
※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

注　特別療養費

＋７６単位

注　療養体制維持特別加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき２７単位を加算）

（一）　介護老人保
健施設短期入所療養

介護費（Ⅰ）

（二）　介護老人保
健施設短期入所療養

介護費（Ⅱ）
＜療養型老健：看護

職員を配置＞

（三）　介護老人保
健施設短期入所療養

介護費（Ⅲ）
＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

（３）　特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
（１日につき）

単位）

（二）　ユニット型
介護老人保健施設短
期入所療養介護費

（Ⅱ）
＜療養型老健：看護

職員を配置＞

（三）　ユニット型
介護老人保健施設短
期入所療養介護費

（Ⅲ）
＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

（

a.ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

a.介護老人保健施設短
期入所療養介護費
（ⅰ）
＜従来型個室＞

b.介護老人保健施設短
期入所療養介護費
（ⅱ）
＜多床室＞

（一）　ユニット型
介護老人保健施設短
期入所療養介護費

（Ⅰ）

（４）　栄養管理
体制加算

（７）　緊急時施
設療養費

（６）　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（１）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（１）　緊急時治療管理
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（２）　特定治療

（２）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

注

基本部分

（２）　ユニット
型介護老人保健施
設短期入所療養介
護費
（1日につき）

b.介護老人保健施設短
期入所療養介護費
（ⅱ）
＜多床室＞

b.介護老人保健施設短
期入所療養介護費
（ⅱ）
＜多床室＞

（１）　介護老人
保健施設短期入所

療養介護費
（1日につき）

b.ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

a.ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

a.介護老人保健施設短
期入所療養介護費
（ⅰ）
＜従来型個室＞

b.ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

片道につき
　＋１８４

単位

×９７／１０
０

×７０／１０
０

a.介護老人保健施設短
期入所療養介護費
（ⅰ）
＜従来型個室＞

a.ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

b.ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

×７０／１０
０

＋３０単位

×９７／１０
０

７６０



　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注

夜勤を行う
職員の勤務
条件基準を
満たさない
場合

利用者の数
及び入院患
者の数の合
計数が入院
患者の定員
を超える場
合

又
は

看護・介護
職員の員数
が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基
準に定めら
れた看護職
員の員数に
20/100を乗
じて得た数
未満の場合

又
は

僻地の医師
確保計画を
届出たもの
で、医師の
数が基準に
定められた
医師の員数
に60/100を
乗じて得た
数未満であ
る場合

又
は

僻地の医師
確保計画を
届出たもの
以外で、医
師の数が基
準に定めら
れた医師の
員数に
60/100を乗
じて得た数
未満である

常勤のユ
ニットリー
ダーをユ
ニット毎に
配置してい
ない等ユ
ニットケア
における体
制が未整備
である場合

施設基準の
区分による
療養環境減
算

廊下幅が設
備基準を満
たさない場
合

医師の配置
について医
療法施行規
則第４９条
の規定が適
用されてい
る場合

夜勤を行う
職員の勤務
条件に関す
る基準の区
分による加
算

利用者に対
して送迎を
行う場合

経過的要介護 ５３４ 単位）

要介護１ ７０１ 単位）

要介護２ ８１１ 単位）

要介護３ １,０４９ 単位）

要介護４ １,１５０ 単位）

要介護５ １,２４１ 単位）

経過的要介護 ６１８ 単位）

要介護１ ８３２ 単位）

要介護２ ９４２ 単位）

要介護３ １,１８０ 単位）

要介護４ １,２８１ 単位）

要介護５ １,３７２ 単位）

経過的要介護 ４９８ 単位）

要介護１ ６４１ 単位）

要介護２ ７５０ 単位）

要介護３ ９１０ 単位）

要介護４ １,０６６ 単位）

要介護５ １,１０８ 単位）

経過的要介護 ５８２ 単位）

要介護１ ７７２ 単位）

要介護２ ８８１ 単位）

要介護３ １,０４１ 単位）

要介護４ １,１９７ 単位）

要介護５ １,２３９ 単位）

経過的要介護 ４７３ 単位）

要介護１ ６１１ 単位）

要介護２ ７２２ 単位）

要介護３ ８７３ 単位）

要介護４ １,０３０ 単位）

要介護５ １,０７１ 単位）

経過的要介護 ５５７ 単位）

要介護１ ７４２ 単位）

要介護２ ８５３ 単位）

要介護３ １,００４ 単位）

要介護４ １,１６１ 単位）

要介護５ １,２０２ 単位）

経過的要介護 ５３４ 単位）

要介護１ ７０１ 単位）

要介護２ ８１１ 単位）

要介護３ ９６１ 単位）

要介護４ １,０５２ 単位）

要介護５ １,１４３ 単位）

経過的要介護 ６１８ 単位）

要介護１ ８３２ 単位）

要介護２ ９４２ 単位）

要介護３ １,０９２ 単位）

要介護４ １,１８３ 単位）

要介護５ １,２７４ 単位）

経過的要介護 ５３４ 単位）

要介護１ ７０１ 単位）

要介護２ ８１１ 単位）

要介護３ ９１９ 単位）

要介護４ １,０１０ 単位）

要介護５ １,１０１ 単位）

経過的要介護 ６１８ 単位）

要介護１ ８３２ 単位）

要介護２ ９４２ 単位）

要介護３ １,０５０ 単位）

要介護４ １,１４１ 単位）

要介護５ １,２３２ 単位）

経過的要介護 ６２５ 単位）

要介護１ ８３５ 単位）

要介護２ ９４５ 単位）

要介護３ １,１８３ 単位）

要介護４ １,２８４ 単位）

要介護５ １,３７５ 単位）

経過的要介護 ６２５ 単位）

要介護１ ８３５ 単位）

要介護２ ９４５ 単位）

要介護３ １,１８３ 単位）

要介護４ １,２８４ 単位）

要介護５ １,３７５ 単位）

経過的要介護 ６２５ 単位）

要介護１ ８３５ 単位）

要介護２ ９４５ 単位）

要介護３ １,０９５ 単位）

要介護４ １,１８６ 単位）

要介護５ １,２７７ 単位）

経過的要介護 ６２５ 単位）

要介護１ ８３５ 単位）

要介護２ ９４５ 単位）

要介護３ １,０９５ 単位）

要介護４ １,１８６ 単位）

要介護５ １,２７７ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

（三)　病院
療養病床短期
入所療養介護
費（Ⅲ）
看護<6:1>
介護<6:1>

a.病院療養病床
短期入所療養介
護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床
短期入所療養介
護費（ⅱ）
<多床室>

（一)　ユニット型病院療養病
床短期入所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

b.病院療養病床
経過型短期入所
療養介護費
（ⅱ）
＜多床室＞

片道につき
　＋１８４

単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）
　＋７単位

×９７／１
００

病院療養病床
療養環境減算

（Ⅰ)
　－２５単位

病院療養病床
療養環境減算

（Ⅱ)
　－８５単位

－１２単位

（二)　病院
療養病床短期
入所療養介護
費（Ⅱ）
看護<6:1>
介護<5:1>

a.病院療養病床
短期入所療養介
護費（ⅰ）
<従来型個室>

（一)　病院
療養病床短期
入所療養介護
費（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床
短期入所療養介
護費（ⅰ）
<従来型個室>

注

－１２単位
×７０／１０

０
－２５単位

×９０／１０
０

（二)　ユニット型病院療養病
床経過型短期入所療養介護費
（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（２）　病院
療養病床経過
型短期入所療
養介護費
（１日につ
き）

（一)　病院
療養病床経過
型短期入所療
養介護費
（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

（４）　ユ
ニット型病院
療養病床経過
型短期入所療
養介護費
（１日につ
き）

（二)　病院
療養病床経過
型短期入所療
養介護費
（Ⅱ）
看護<8:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床
経過型短期入所
療養介護費
（ⅰ）
<従来型個室>

（一)　ユニット型病院療養病
床経過型短期入所療養介護費
（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（９）　特定診療費

a.病院療養病床
経過型短期入所
療養介護費
（ⅰ）
<従来型個室>

（６）　栄養
管理体制加算

（８）　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

（二)　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（７）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（一)　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

単位）

（３）　ユ
ニット型病院
療養病床短期
入所療養介護
費
（１日につ
き）

基本部分

（１）　病院
療養病床短期
入所療養介護
費
（１日につ
き）

b.病院療養病床
短期入所療養介
護費（ⅱ）
<多床室>

（二)　ユニット型病院療養病
床短期入所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

b.病院療養病床
経過型短期入所
療養介護費
（ⅱ）
＜多床室＞

７６０
（５）　特定病院療養病床短期入所療養介護費
（１日につき）

b.病院療養病床
短期入所療養介
護費（ⅱ）
<多床室>

×９０／１０
０

×７０／１０
０

×７０／１０
０

×９０／１０
０

×９０／１０
０



　ハ　療養病床を有する診療所における短期入所療養介護費

注 注 注 注

利用者の数及び入
院患者の数の合計
数が入院患者の定
員を超える場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制が
未整備である場合

施設基準の区分に
よる療養環境減算

廊下幅が設備基準
を満たさない場合

利用者に対して送
迎を行う場合

経過的要介護 ５１７ 単位）

要介護１ ６８２ 単位）

要介護２ ７３４ 単位）

要介護３ ７８６ 単位）

要介護４ ８３７ 単位）

要介護５ ８８９ 単位）

経過的要介護 ６０１ 単位）

要介護１ ８１３ 単位）

要介護２ ８６５ 単位）

要介護３ ９１７ 単位）

要介護４ ９６８ 単位）

要介護５ ,０２０ 単位）

経過的要介護 ４４７ 単位）

要介護１ ５９２ 単位）

要介護２ ６３８ 単位）

要介護３ ６８４ 単位）

要介護４ ７３０ 単位）

要介護５ ７７６ 単位）

経過的要介護 ５３６ 単位）

要介護１ ７２３ 単位）

要介護２ ７６９ 単位）

要介護３ ８１５ 単位）

要介護４ ８６１ 単位）

要介護５ ９０７ 単位）

経過的要介護 ６０８ 単位）

要介護１ ８１６ 単位）

要介護２ ８６８ 単位）

要介護３ ９２０ 単位）

要介護４ ９７１ 単位）

要介護５ ,０２３ 単位）

経過的要介護 ６０８ 単位）

要介護１ ８１６ 単位）

要介護２ ８６８ 単位）

要介護３ ９２０ 単位）

要介護４ ９７１ 単位）

要介護５ ,０２３ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

（二)　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

単位）

片道につき
　＋１８４単位

（６）　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を
加算）

診療所療養病床療
養環境減算

　　　－６０単位

診療所療養病床設
備基準減算
－６０単位

×７０/１００

×９７／１００

（ ７６０

（７）　特定診療費

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を
加算）

a.診療所療養病
床短期入所療養
介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.診療所療養病
床短期入所療養
介護費（ⅱ）
<多床室>

（二)　診療
所療養病床
短期入所療
養介護費
（Ⅱ）
看護・介護
<3：１>

a.診療所療養病
床短期入所療養
介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.診療所療養病
床短期入所療養
介護費（ⅱ）
<多床室>

（４）　栄
養管理体制
加算

（一)　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（３）　特定診療所療養病床短期入所療養介護費
（1日につき）

基本部分

（一)　ユニット型診療所療養
病床短期入所療養介護費
（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二)　ユニット型診療所療養
病床短期入所療養介護費
（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（１）　診
療所療養病
床短期入所
療養介護費
（１日につ
き）

（一）　診
療所療養病
床短期入所
療養介護費
（Ⅰ）
看護<6：1>
介護<6：1>

（２)　ユ
ニット型診
療所療養病
床短期入所
療養介護費
（１日につ
き）



２　介護保健施設サービス

注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

リハビリテー
ションマネジ
メント加算

短期集中リハ
ビリテーショ
ン実施加算

認知症短期集
中リハビリ
テーション実
施加算

認知症ケア加
算

要介護１ （ ７０２ 単位）

要介護２ （ ７５１ 単位）

要介護３ （ ８０４ 単位）

要介護４ （ ８５８ 単位）

要介護５ （ ９１１ 単位）

要介護１ （ ７８１ 単位）

要介護２ （ ８３０ 単位）

要介護３ （ ８８３ 単位）

要介護４ （ ９３７ 単位）

要介護５ （ ９９０ 単位）

要介護１ （ ７０３ 単位）

要介護２ （ ７８６ 単位）

要介護３ （ ８６０ 単位）

要介護４ （ ９１４ 単位）

要介護５ （ ９６７ 単位）

要介護１ （ ７８２ 単位）

要介護２ （ ８６５ 単位）

要介護３ （ ９３９ 単位）

要介護４ （ ９９３ 単位）

要介護５ （ ,０４６ 単位）

要介護１ （ ７０３ 単位）

要介護２ （ ７８０ 単位）

要介護３ （ ８３３ 単位）

要介護４ （ ８８７ 単位）

要介護５ （ ９４０ 単位）

要介護１ （ ７８２ 単位）

要介護２ （ ８５９ 単位）

要介護３ （ ９１２ 単位）

要介護４ （ ９６６ 単位）

要介護５ （ ,０１９ 単位）

要介護１ （ ７８４ 単位）

要介護２ （ ８３３ 単位）

要介護３ （ ８８６ 単位）

要介護４ （ ９４０ 単位）

要介護５ （ ９９３ 単位）

要介護１ （ ７８４ 単位）

要介護２ （ ８３３ 単位）

要介護３ （ ８８６ 単位）

要介護４ （ ９４０ 単位）

要介護５ （ ９９３ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８６８ 単位）

要介護３ （ ９４２ 単位）

要介護４ （ ９９６ 単位）

要介護５ （ ,０４９ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８６８ 単位）

要介護３ （ ９４２ 単位）

要介護４ （ ９９６ 単位）

要介護５ （ ,０４９ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８６２ 単位）

要介護３ （ ９１５ 単位）

要介護４ （ ９６９ 単位）

要介護５ （ ,０２２ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８６２ 単位）

要介護３ （ ９１５ 単位）

要介護４ （ ９６９ 単位）

要介護５ （ ,０２２ 単位）

※　小規模介護老人保健施設における介護給付の１８０日の算定日数上限を撤廃することから、現行の「小規模介護保健施設サービス費」は廃止。

（１）　介護保健施
設サービス費（Ⅰ）

（２）　介護保健施
設サービス費（Ⅱ）
＜療養型老健：看護

職員を配置＞

（３）　介護保健施
設サービス費（Ⅲ）
＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

（二）　ユニット型介護保
健施設サービス費（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

（１）　ユニット型
介護保健施設サービ

ス費（Ⅰ）

（一）　介護保健施設サー
ビス費（ⅰ）
＜従来型個室＞

（二）　介護保健施設サー
ビス費（ⅱ）
＜多床室＞

（２）　ユニット型
介護保健施設サービ

ス費（Ⅱ）
＜療養型老健：看護

職員を配置＞

（３）　ユニット型
介護保健施設サービ

ス費（Ⅲ）
＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

※　ＰＴ・ＯＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリテーションマネジメント加算、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実

（一）　介護保健施設サー
ビス費（ⅰ）
＜従来型個室＞

（二）　介護保健施設サー
ビス費（ⅱ）
＜多床室＞

イ　介護保
健施設サー

ビス費
（1日につ

き）

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

チ　経口維持加算（１日につき）

（一）　ユニット型介護保
健施設サービス費（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

（二）　ユニット型介護保
健施設サービス費（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

注　外泊時費用

ホ　栄養管
理体制加算

注　試行的退所サービス費

注　ターミナルケア加算　　　　　　　　　　　　（１日につき　２４０単位を加算）

（１）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（２）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

ハ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

注　療養体制維持特別加算　　　　　　　　　（１日につき　２７単位を加算）

注　特別療養費

注
退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合

ニ　退所時
指導等加算

（２）　老人訪問看護指示加算
　　　（入所者1人につき1回を限度として３００単位を算定）

（一）　退所前後訪問指導加算
　（入所中1回（又は2回）、退所後1回を限度に、４６０単
位を算定）

（二）　退所時指導加算
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（三）　退所時情報提供加算
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合

（四）　退所前連携加算
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（１）　退所時等指
導加算

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき４４４単位を算定

入所者に対して居宅における試行的退所を認めた場合、1月につき６日を限度として１日につき８００単位を算定

1回につき
＋　６０単位
（入所日から
３月以内、１
週間に３回を

限度）

×７０／１０
０

×９７／１００

1日につき
＋２５単位

1日につき
＋６０単位

1日につき
＋７６単位

注

（二）　介護保健施設サー
ビス費（ⅱ）
＜多床室＞

基本部分

（一）　介護保健施設サー
ビス費（ⅰ）
＜従来型個室＞

×９７／１０
０

×７０／１０
０

（一）　ユニット型介護保
健施設サービス費（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

ロ　ユニッ
ト型介護保
健施設サー

ビス費
（1日につ

き）

（一）　ユニット型介護保
健施設サービス費（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

（二）　ユニット型介護保
健施設サービス費（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

ル　緊急時
施設療養費

ヌ　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

リ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

ヘ　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

ト　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

（１）　緊急時治療管理
　　　（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（２）　特定治療

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　（２８
単位）（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　（５
単位）



３　介護療養施設サービス
　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入院患者の数
が入院患者の
定員を超える
場合

又
は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

又
は

介護支援専門
員の員数が基
準に満たない
場合

又
は

看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100を
乗じて得た数
未満の場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもので、医
師の数が基準
に定められた
医師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもの以外
で、医師の数
が基準に定め
られた医師の
員数に60/100
を乗じて得た
数未満である
場合

常勤のユニッ
トリーダーを
ユニット毎に
配置していな
い等ユニット
ケアにおける
体制が未整備
である場合

施設基準の区
分による療養
環境減算

廊下幅が設備
基準を満たさ
ない場合

医師の配置に
ついて医療法
施行規則第４
９条の規定が
適用されてい
る場合

夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算

要介護１ （ ６７１ 単位）

要介護２ （ ７８１ 単位）

要介護３ （ ,０１９ 単位）

要介護４ （ ,１２０ 単位）

要介護５ （ ,２１１ 単位）

要介護１ （ ７８２ 単位）

要介護２ （ ８９２ 単位）

要介護３ （ ,１３０ 単位）

要介護４ （ ,２３１ 単位）

要介護５ （ ,３２２ 単位）

要介護１ （ ６１１ 単位）

要介護２ （ ７２０ 単位）

要介護３ （ ８８０ 単位）

要介護４ （ ,０３６ 単位）

要介護５ （ ,０７８ 単位）

要介護１ （ ７２２ 単位）

要介護２ （ ８３１ 単位）

要介護３ （ ９９１ 単位）

要介護４ （ ,１４７ 単位）

要介護５ （ ,１８９ 単位）

要介護１ （ ５８１ 単位）

要介護２ （ ６９２ 単位）

要介護３ （ ８４３ 単位）

要介護４ （ ,０００ 単位）

要介護５ （ ,０４１ 単位）

要介護１ （ ６９２ 単位）

要介護２ （ ８０３ 単位）

要介護３ （ ９５４ 単位）

要介護４ （ ,１１１ 単位）

要介護５ （ ,１５２ 単位）

要介護１ （ ６７１ 単位）

要介護２ （ ７８１ 単位）

要介護３ （ ９３１ 単位）

要介護４ （ ,０２２ 単位）

要介護５ （ ,１１３ 単位）

要介護１ （ ７８２ 単位）

要介護２ （ ８９２ 単位）

要介護３ （ ,０４２ 単位）

要介護４ （ ,１３３ 単位）

要介護５ （ ,２２４ 単位）

要介護１ （ ６７１ 単位）

要介護２ （ ７８１ 単位）

要介護３ （ ８８９ 単位）

要介護４ （ ９８０ 単位）

要介護５ （ ,０７１ 単位）

要介護１ （ ７８２ 単位）

要介護２ （ ８９２ 単位）

要介護３ （ ,０００ 単位）

要介護４ （ ,０９１ 単位）

要介護５ （ ,１８２ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８９５ 単位）

要介護３ （ ,１３３ 単位）

要介護４ （ ,２３４ 単位）

要介護５ （ ,３２５ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８９５ 単位）

要介護３ （ ,１３３ 単位）

要介護４ （ ,２３４ 単位）

要介護５ （ ,３２５ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８９５ 単位）

要介護３ （ ,０４５ 単位）

要介護４ （ ,１３６ 単位）

要介護５ （ ,２２７ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８９５ 単位）

要介護３ （ ,０４５ 単位）

要介護４ （ ,１３６ 単位）

要介護５ （ ,２２７ 単位）

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注　身体拘束廃止未実施減算　　（1日につき　５単位を減算）

（１０）　経口維持加算（１
日につき）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　（２８単

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　（５単

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（７）　栄
養管理体制
加算

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

注　他科受診時費用

（一）　退院時
等指導加算

（1２）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加
算

病院療養病床
療養環境減算

（Ⅰ）
　－２５単位

病院療養病床
療養環境減算

（Ⅱ）
　－８５単位

－１２単位
×７０／１０

０
×７０／１０

０

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき４４４単位を算定

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合、１月につき６日を限度として１日につき８００単位を算定　（(2)及び(4)の基本単価に限る。）

－１２単位

（1３）　特定診療費

（二）　老人訪問看護指示加算
　　（入院患者１人につき１回を限度として
　　　３００単位算定）

d 退院前連携加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

c 退院時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（６）　退
院時指導等
加算

a 退院前後訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）、退院後1回を限
度に、４６０単位を算定）

（８）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加
算
（９）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加
算

b 退院時指導加算
　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（１１）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加
算

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　　 ＋７単位

注　外泊時費用

注　試行的退院サービス費

（４）　ユ
ニット型療
養型経過型
介護療養施
設サービス
費
（１日につ
き）

（二）　療養型
介護療養施設
サービス費
（Ⅱ）
看護<6:1>
介護<5:1>

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき４４４単位を算定

b.療養型介護
療養施設サー
ビス費（ⅱ）
<多床室>

－２５単位

a.療養型介護
療養施設サー
ビス費（ⅰ）
<従来型個室>

注

（一）　療養型
介護療養施設
サービス費
（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.療養型介護
療養施設サー
ビス費（ⅰ）
<従来型個室>

b.療養型介護
療養施設サー
ビス費（ⅱ）
<多床室>

基本部分

（１）　療
養型介護療
養施設サー
ビス費
（１日につ
き）

（三）　療養型
介護療養施設
サービス費
（Ⅲ）
看護<6:1>
介護<6:1>

a.療養型介護
療養施設サー
ビス費（ⅰ）
<従来型個室>

×９０／１０
０

×７０／１０
０

（５）　初期加算　　　　　　　　（1日につき　＋３０単位）

（２）　療
養型経過型
介護療養施
設サービス
費
（１日につ
き）

（一）　療養型
経過型介護療養
施設サービス費
（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

（二）　療養型
経過型介護療養
施設サービス費
（Ⅱ）
看護<8:1>
介護<4:1>

b.療養型経過
型介護療養施
設サービス費
（ⅱ）
<多床室>

（３）　ユ
ニット型療
養型介護療
養施設サー
ビス費
（１日につ
き）

×９０／１０
０

b.療養型介護
療養施設サー
ビス費（ⅱ）
<多床室>

（一）　ユニット型療養型介護
療養施設サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

a.療養型経過
型介護療養施
設サービス費
（ⅰ）
<従来型個室>

×９７／１００

（一）　ユニット型療養型経過
型介護療養施設サービス費
（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニット型療養型経過
型介護療養施設サービス費
（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

×７０／１００
×９０／１０

０
×９０／１００

a.療養型経過
型介護療養施
設サービス費
（ⅰ）
<従来型個室>

b.療養型経過
型介護療養施
設サービス費
（ⅱ）
<多床室>

（二）　ユニット型療養型介護
療養施設サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>



  ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

注 注 注

入院患者の数が入院患
者の定員を超える場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に配
置していない等ユニッ
トケアにおける体制が
未整備である場合

施設基準の区分による
療養環境減算

廊下幅が設備基準を満
たさない場合

要介護１ （ ６５２ 単位）

要介護２ （ ７０４ 単位）

要介護３ （ ７５６ 単位）

要介護４ （ ８０７ 単位）

要介護５ （ ８５９ 単位）

要介護１ （ ７６３ 単位）

要介護２ （ ８１５ 単位）

要介護３ （ ８６７ 単位）

要介護４ （ ９１８ 単位）

要介護５ （ ９７０ 単位）

要介護１ （ ５６２ 単位）

要介護２ （ ６０８ 単位）

要介護３ （ ６５４ 単位）

要介護４ （ ７００ 単位）

要介護５ （ ７４６ 単位）

要介護１ （ ６７３ 単位）

要介護２ （ ７１９ 単位）

要介護３ （ ７６５ 単位）

要介護４ （ ８１１ 単位）

要介護５ （ ８５７ 単位）

要介護１ （ ７６６ 単位）

要介護２ （ ８１８ 単位）

要介護３ （ ８７０ 単位）

要介護４ （ ９２１ 単位）

要介護５ （ ９７３ 単位）

要介護１ （ ７６６ 単位）

要介護２ （ ８１８ 単位）

要介護３ （ ８７０ 単位）

要介護４ （ ９２１ 単位）

要介護５ （ ９７３ 単位）

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を
行った場合

診療所療養病床
療養環境減算

　　　－６０単位

診療所療養病床
設備基準減算
－６０単位

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度と
して所定単位数に代えて１日につき、４４４単位を算定

基本部分

注　外泊時費用

（２）　ユ
ニット型診療
所型介護療養
施設サービス
費
（１日につ
き）

b.診療所型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

（１）　診療
所型介護療養
施設サービス
費
（1日につき）

（一）　診療
所型介護療養
施設サービス
費（Ⅰ）
看護<6：1>
介護<6：1>

a.診療所型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

注　身体拘束廃止未実施加算　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減
算）

b.診療所型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

（二）　診療
所型介護療養
施設サービス
費（Ⅱ）
看護・介護
<3：１>

a.診療所型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

（一）　ユニット型診療所型
介護療養施設サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニット型診療所型
介護療養施設サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（５）　栄養
管理体制加算

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（二）　老人訪問看護指示加算
　　　　（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）

（４）　退院
時指導等加算

（11）　特定診療費

（10）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加
算）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　（５単位）

c 退院時情報提供加算
　
　
（５００単位）

（一）　退院
時等指導加算

d 退院前連携加算

　
（５００単位）

b 退院時指導加算
　
　
（４００単位）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　（２８単位）（８）　経口維持加算（１日
につき）

a 退院前後訪問指導加算
　　（入院中1回（又は2回）、退院後1回を限度に、
４６０単位を算定）

×９７／１００

（６）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加
算）
（７）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加
算）

（９）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加
算）

×７０／１００

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診
療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日に
つき４４４単位を算定

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

（３）　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につ
き　＋３０単位）

注　他科受診時費用

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合



Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問介護費

　２　介護予防訪問入浴介護費

　３　介護予防訪問看護費

　４　介護予防訪問リハビリテーション費

　５　介護予防居宅療養管理指導費

　６　介護予防通所介護費

　７　介護予防通所リハビリテーション費

　８　介護予防短期入所生活介護費

　９　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ホ　基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費

　１０　介護予防特定施設入居者生活介護費

　１１　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス



９　介護予防短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基準
を満たさない場
合

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定員
を超える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職員、
理学療法士又は
作業療法士の員
数が基準に満た
ない場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未整
備である場合

リハビリテー
ション機能強化
加算

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ ５５８ 単位）

要支援２ ６９８ 単位）

要支援１ ６１７ 単位）

要支援２ ７７１ 単位）

要支援１ ５５８ 単位）

要支援２ ６９８ 単位）

要支援１ ６１７ 単位）

要支援２ ７７１ 単位）

要支援１ ５５８ 単位）

要支援２ ６９８ 単位）

要支援１ ６１７ 単位）

要支援２ ７７１ 単位）

要支援１ ６２４ 単位）

要支援２ ７８０ 単位）

要支援１ ６２４ 単位）

要支援２ ７８０ 単位）

要支援１ ６２４ 単位）

要支援２ ７８０ 単位）

要支援１ ６２４ 単位）

要支援２ ７８０ 単位）

要支援１ ６２４ 単位）

要支援２ ７８０ 単位）

要支援１ ６２４ 単位）

要支援２ ７８０ 単位）

　：　緊急時治療管理と特定治療は、特別療養費と緊急時施設療養費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ＰＴ・ＯＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリテーション機能強化加算は算定しない。

（一）　ユニット型
介護老人保健施設介
護予防短期入所療養

介護費（Ⅰ）

（二）　ユニット型
介護老人保健施設介
護予防短期入所療養

介護費（Ⅱ）
＜療養型老健：看護

職員を配置＞

（三）　ユニット型
介護老人保健施設介
護予防短期入所療養

介護費（Ⅲ）
＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

片道につき
　＋１８４単位

×７０／１００ ×７０／１００

×９７／１００

b.ユニット型介護老人保健
施設介護予防短期入所療養
介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

（一）　介護老人保
健施設介護予防短期

入所療養介護費
（Ⅰ）

（二）　介護老人保
健施設介護予防短期

入所療養介護費
（Ⅱ）

＜療養型老健：看護
職員を配置＞

（三）　介護老人保
健施設介護予防短期

入所療養介護費
（Ⅲ）

＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（５）　緊急
時施設療養費

b.介護老人保健施設介護予
防短期入所療養介護費
（ⅱ）
＜多床室＞

（一）　緊急時治療管理
　（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（二）　特定治療

a.介護老人保健施設介護予
防短期入所療養介護費
（ⅰ）
＜従来型個室＞

b.ユニット型介護老人保健
施設介護予防短期入所療養
介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

a.介護老人保健施設介護予
防短期入所療養介護費
（ⅰ）
＜従来型個室＞

b.介護老人保健施設介護予
防短期入所療養介護費
（ⅱ）
＜多床室＞

（３）　栄養
管理体制加算

注　療養体制維持特別加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２７単位を加算）

a.ユニット型介護老人保健
施設介護予防短期入所療養
介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

a.ユニット型介護老人保健
施設介護予防短期入所療養
介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

注　特別療養費

1日につき
＋３０単位

基本部分

（２）　ユ
ニット型介護
老人保健施設
介護予防短期
入所療養介護
費（1日につ
き）

b.介護老人保健施設介護予
防短期入所療養介護費
（ⅱ）
＜多床室＞

a.介護老人保健施設介護予
防短期入所療養介護費
（ⅰ）
＜従来型個室＞

a.ユニット型介護老人保健
施設介護予防短期入所療養
介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

b.ユニット型介護老人保健
施設介護予防短期入所療養
介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

（１）　介護
老人保健施設
介護予防短期
入所療養介護
費（1日につ

き）

注

×９７／１００



　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注

夜勤を行う
職員の勤務
条件基準を
満たさない
場合

利用者の数
及び入院患
者の数の合
計数が入院
患者の定員
を超える場
合

又
は

看護・介護
職員の員数
が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基
準に定めら
れた看護職
員の員数に
20/100を乗
じて得た数
未満の場合

又
は

僻地の医師
確保計画を
届出たもの
で、医師の
数が基準に
定められた
医師の員数
に60/100を
乗じて得た
数未満であ
る場合

又
は

僻地の医師
確保計画を
届出たもの
以外で、医
師の数が基
準に定めら
れた医師の
員数に
60/100を乗
じて得た数
未満である
場合

常勤のユ
ニットリー
ダーをユ
ニット毎に
配置してい
ない等ユ
ニットケア
における体
制が未整備
である場合

施設基準の
区分による
療養環境減
算

廊下幅が設
備基準を満
たさない場
合

医師の配置
について医
療法施行規
則第４９条
の規定が適
用されてい
る場合

夜勤を行う
職員の勤務
条件に関す
る基準の区
分による加
算

利用者に対
して送迎を
行う場合

要支援１ ５３４ 単位）

要支援２ ６６７ 単位）

要支援１ ６１８ 単位）

要支援２ ７７２ 単位）

要支援１ ４９８ 単位）

要支援２ ６２２ 単位）

要支援１ ５８２ 単位）

要支援２ ７２７ 単位）

要支援１ ４７３ 単位）

要支援２ ５９１ 単位）

要支援１ ５５７ 単位）

要支援２ ６９６ 単位）

要支援１ ５３４ 単位）

要支援２ ６６７ 単位）

要支援１ ６１８ 単位）

要支援２ ７７２ 単位）

要支援１ ５３４ 単位）

要支援２ ６６７ 単位）

要支援１ ６１８ 単位）

要支援２ ７７２ 単位）

要支援１ ６２５ 単位）

要支援２ ７８１ 単位）

要支援１ ６２５ 単位）

要支援２ ７８１ 単位）

要支援１ ６２５ 単位）

要支援２ ７８１ 単位）

要支援１ ６２５ 単位）

要支援２ ７８１ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

（４）　ユ
ニット型病
院療養病床
経過型介護
予防短期入
所療養介護
費
（１日につ
き）

（一）　ユニット型病院療養病床経過型
介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニット型病院療養病床経過型
介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（２）　病
院療養病床
経過型介護
予防短期入
所療養介護

費
（１日につ

き）

（二）　病院
療養病床経過
型介護予防短
期入所療養介
護費（Ⅱ）
看護<8:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床経過型介
護予防短期入所療養介護
費（ⅰ）
<従来型個室>

（３）　ユ
ニット型病
院療養病床
介護予防短
期入所療養
介護費
（１日につ
き）

（一）　ユニット型病院療養病床介護予
防短期入所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニット型病院療養病床介護予
防短期入所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（７）　特定診療費

（５）　栄
養管理体制
加算

（６）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

基本部分

（一）　病院
療養病床介護
予防短期入所
療養介護費
（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床介護予防
短期入所療養介護費
（ⅰ）
<従来型個室>

（二）　病院
療養病床介護
予防短期入所
療養介護費
（Ⅱ）
看護<6:1>
介護<5:1>

（１）　病
院療養病床
介護予防短
期入所療養
介護費
（１日につ
き）

b.病院療養病床介護予防
短期入所療養介護費
（ⅱ）
<多床室>

（三）　病院
療養病床介護
予防短期入所
療養介護費
（Ⅲ）
看護<6:1>
介護<6:1>

b.病院療養病床介護予防
短期入所療養介護費
（ⅱ）
<多床室>

a.病院療養病床介護予防
短期入所療養介護費
（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床介護予防
短期入所療養介護費
（ⅱ）
<多床室>

注

×７０／１０
０

－２５単位 －１２単位

×９０／１０
０

×９０／１０
０

×９０／１０
０

×９０／１０
０

片道につき
＋１８４単

位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）
　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）
　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）
　　＋７単位

－１２単位

病院療養病床
療養環境減算
(Ⅰ)
　－２５単位

病院療養病床
療養環境減算
(Ⅱ)
　－８５単位

a.病院療養病床介護予防
短期入所療養介護費
（ⅰ）
<従来型個室>

（一）　病院
療養病床経過
型介護予防短
期入所療養介
護費（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

×９７／１００

b.病院療養病床経過型介
護予防短期入所療養介護
費（ⅱ）
<多床室>

a.病院療養病床経過型介
護予防短期入所療養介護
費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床経過型介
護予防短期入所療養介護
費（ⅱ）
<多床室>

×７０／１０
０

×７０／１０
０



　ハ　療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注

利用者の数及び入
院患者の数の合計
数が入院患者の定
員を超える場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等ユ
ニットケアにおける
体制が未整備である
場合

施設基準の区分に
よる療養環境減算

廊下幅が設備基準
を満たさない場合

利用者に対して送
迎を行う場合

要支援１ ５１７ 単位）

要支援２ ６４６ 単位）

要支援１ ６０１ 単位）

要支援２ ７５１ 単位）

要支援１ ４４７ 単位）

要支援２ ５５９ 単位）

要支援１ ５３６ 単位）

要支援２ ６７０ 単位）

要支援１ ６０８ 単位）

要支援２ ７６０ 単位）

要支援１ ６０８ 単位）

要支援２ ７６０ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（５）　特定診療費

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単
位を加算）

a.診療所療養病床介
護予防短期入所療養
介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.診療所療養病床介
護予防短期入所療養
介護費（ⅱ）
<多床室>

（二）　診療
所療養病床介
護予防短期入
所療養介護費
（Ⅱ）
看護・介護
<3：１>

a.診療所療養病床介
護予防短期入所療養
介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.診療所療養病床介
護予防短期入所療養
介護費（ⅱ）
<多床室>

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加
算）

（一）　診療
所療養病床介
護予防短期入
所療養介護費
（Ⅰ）
看護<6：1>
介護<6：1>

基本部分

（一）　ユニット型診療所療養病床
介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニット型診療所療養病床
介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（１）　診
療所療養病
床介護予防
短期入所療
養介護費
（１日につ
き）

片道につき
　＋１８４単位

診療所療養病床療
養環境減算

　　　－６０単位

診療所療養病床設
備基準減算
－６０単位

×７０/１００

（３）　栄
養管理体制
加算

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加
算）

（２）　ユ
ニット型診
療所療養病
床介護予防
短期入所療
養介護費
（１日につ
き）

×９７／１００


